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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報を検知する第１の検知部と、
　前記第１の検知部が検知する生体と異なる部位と接触することで前記異なる部位の接触
位置を検知する第２の検知部と、
　前記生体情報および前記第１の検知部が検知する生体と異なる部位の接触位置を記憶す
る記憶部と、
　操作ガイダンスを表示する表示部と、
　それらを制御する制御部とを備えた生体認証装置であって、
　前記第２の検知部は、前記異なる部位の接触位置を検知する入力部と前記表示部とを有
し、
　前記制御部は、
　前記生体情報を登録する場合に、前記第１の検知部が検知した生体情報と前記第２の検
知部が検知した接触位置とを前記記憶部に記憶し、
　前記生体情報を認証する場合に、前記記憶部に記憶した前記接触位置に応じた操作ガイ
ダンスを表示することを特徴とする生体認証装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の生体認証装置であって、
　前記操作ガイダンスは、前記第１の検知部が検知する生体と異なる部位の外形を表示す
ることを特徴とする生体認証装置。
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【請求項３】
　請求項１または２に記載の生体認証装置であって、
　前記入力部は登録する生体の情報も入力可能であり、
　前記生体情報を登録する場合に、前記入力部により入力された登録する生体の情報に応
じて、前記第１の検知部が検知する生体と異なる部位の外形を表示することを特徴とする
生体認証装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１つに記載の生体認証装置であって、
　前記第２の検知部が前記第１の検知部が検知する生体と異なる部位の接触位置を検知す
る場合に、生体認証を行うことを特徴とする生体認証装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の生体認証装置であって、
　前記生体認証をする場合、前記記憶した生体情報と第１の検知部が取得した生体情報と
を比較し、
　生体認証に失敗した場合、前記記憶した第２の検知部が検知した接触位置と第２の検知
部が検知した位置とを比較し、前記記憶された第２の検知部が検知した接触位置に前記第
１の検知部が検知する生体と異なる部位を置くよう案内を表示することを特徴とする生体
認証装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の生体認証装置であって、
　前記記憶した第２の検知部が検知した接触位置を生体認証に用いることを特徴とする生
体認証装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１つに記載の生体認証装置であって、
　前記操作ガイダンスは、前記記憶した第２の検知部が検知した接触位置を表示すること
を特徴とする生体認証装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１つに記載の生体認証装置であって、
　前記第１の検知部の周囲には、生体をかざす場所を示すマーキングを備え、
　前記マーキングは、前記表示部に表示される前記操作ガイダンスと合わせて一体的な表
示をすることを特徴とする生体認証装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１つに記載の生体認証装置であって、
　前記第１の検知部が検知する生体情報は、指に関する生体情報であり、
　前記第２の検知部が検知する生体の部位は、手のひらの何れかの部位または手首の何れ
かの部位または前記第１の検知部で検知される前記指以外の指の何れかの部位の少なくと
も１つであることを特徴とする生体認証装置。
【請求項１０】
　生体情報を検知する第１の検知部と、
　前記第１の検知部が検知する生体と異なる部位と接触する事で前記異なる部位の接触位
置を検知する第２の検知部と、
　前記生体情報および前記接触位置を記憶する記憶部と、
　操作ガイダンスを表示する表示部と、
　それらを制御する制御部とを備えた自動取引装置であって、
　前記第２の検知部は、前記異なる部位の接触位置を検知する入力部と前記表示部とを有
し、
　前記制御部は、
　前記生体情報を登録する場合に、前記第１の検知部の検知結果と前記第２の検知部の検
知結果とを前記記憶部に記憶し、
　前記生体情報を認証する場合に、前記記憶部に記憶された接触位置に応じた操作ガイダ
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ンスを表示することを特徴とする自動取引装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の自動取引装置であって、
　生体情報を認証する場合に、前記第２の検知部が接触を検知し、
　前記記憶された前記生体情報と前記第１の検知部が検知した生体情報とを比較し、生体
認証に失敗した場合、前記記憶された接触位置と第２の検知部が検知した接触位置とを比
較し、
　前記記憶された接触位置に前記第１の検知部が検知する生体と異なる部位を置く案内を
表示することを特徴とする自動取引装置。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載の自動取引装置であって、
　前記表示部は、前記第１の検知部に隣接して設置され、生体認証をする場合に利用者の
操作に応じて異なる前記操作ガイダンスを表示することを特徴とする自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体認証装置およびそれを備えた自動取引装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体情報を用いて利用者を認証する生体認証装置が様々な機器やシステムで利用されて
いる。生体認証装置で本人認証する際には、利用者は指や目といった身体の所定部位を認
証装置にかざす動作または覗く動作（認証操作）を行うことで生体情報を読み取りし、生
体情報から抽出した特徴量と、あらかじめ本人が登録した生体情報の特徴量とを照合して
照合一致度を算出し、一致度が所定の閾値を超えるか否かによって、本人の判定を行う。
【０００３】
　生体認証装置の認証精度を確保するために、特開２０１０－７３０８５号公報、特開２
００８－７０９２６号公報に示されている技術が提案されている。
【０００４】
　特許文献１には、「撮像された指の静脈情報を用いて指が適切に配置されているか否か
を判断し、指が適切に配置されていないと判断したときに、指の不適切な配置状態及び部
分のうちのいずれか１つ以上の通知をガイダンス表示部へのメッセージの表示を介して行
う」と記載されている。
【０００５】
　また特許文献２には、「生体情報取得部が生体情報を取得しようとする際に、撮影部を
制御して、利用者が操作する際の所定部位を撮影して認証時操作画像を取得すると共に、
認証時操作画像と、所定部位について予め登録されている登録操作画像と、を比較して、
その比較結果に応じて、案内通知部を制御して操作案内を通知する。」と記載されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－７３０８５号公報
【特許文献２】特開２００８－７０９２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１の生体認証装置や特許文献２の生体認証装置では、操作の不慣れや
理解不足、動作のバラツキ、登録と認証で認証装置の設置場所や高さが異なる、などに起
因して、正しい認証操作が行われず、本人であるにも関わらず認証に失敗することが発生
し得る、という課題がある。
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【０００８】
　そこで、本発明は、生体認証時の認証操作において、利用者に適切な案内を表示し、認
証操作の不具合に起因する認証失敗を抑制することができる生体認証装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。
  生体情報を検知する第１の検知部と、前記第１の検知部が検知する生体と異なる部位の
接触位置を検知する第２の検知部と、前記生体情報および前記第１の検知部が検知する生
体と異なる部位の接触位置を記憶する記憶部と、操作ガイダンスを表示する表示部と、そ
れらを制御する制御部とを備えた生体認証装置であって、前記生体情報を登録する場合に
、前記第１の検知部が検知した生体情報と前記第２の検知部が検知した接触位置とを前記
記憶部に記憶し、前記生体情報を認証する場合に、前記記憶部に記憶した前記位置に応じ
た操作ガイダンスを表示する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、利用者に適切な案内通知が表示され、操作の不慣れな利用者の認証操
作の不具合に起因する認証失敗を抑制することができる。
【００１１】
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】生体認証装置の構成を説明する図である。
【図２（ａ）】生体認証装置の概観を説明する斜視図である。
【図２（ｂ）】生体認証装置の概観を説明する側面図である。
【図３】タッチパネルによる生体の検知座標である。
【図４】登録処理フローを説明する図である。
【図５（ａ）】登録ガイダンス表示である。
【図５（ｂ）】登録ガイダンス表示である。
【図６】登録データテーブルである。
【図７】認証処理を説明するフローチャートである。
【図８（ａ）】認証ガイダンス表示である。
【図８（ｂ）】認証ガイダンス表示である。
【図９】認証失敗ガイダンス表示である。
【図１０】生体認証装置のマーキングである。
【図１１（ａ）】生体認証装置の概観を説明する側面図である。
【図１１（ｂ）】認証ガイダンス表示である。
【図１２】認証処理を説明するフローチャートである。
【図１３】認証ガイダンス表示である。
【図１４】生体認証装置をＡＴＭに搭載した図である。
【図１５】生体認証装置をＡＴＭに搭載した図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１３】
　本発明の実施例を図１～図１０によって説明する。
  本実施形態における生体認証装置の構成を説明する。図１は、本実施形態における生体
認証装置１００の構成図であり、制御部１１０、表示入力部１０１、生体画像撮像部１０
４、生体情報格納部１０５、通信部１０６によって構成される。
【００１４】
　制御部１１０は、生体認証装置１００の各部の制御等を実施するとともに、生体画像撮
像部１０４で取得された生体画像から本人認証時の特徴となる生体特徴情報を抽出し、抽
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出された生体情報を登録データとして生体情報格納部１０５に格納する登録処理を実施す
る。また、制御部１１０は、生体画像撮像部１０４で入力された生体画像から本人認証時
の特徴となる生体特徴情報を抽出し、抽出され生体情報とあらかじめ本人が登録した生体
情報の特徴量を照合して一致度を算出し、算出した一致度が所定の閾値を超えるか否かに
よって一致・不一致を判断し、本人の判定を行うことで認証処理を実施する。
【００１５】
　表示入力部１０１は、表示部１０２と入力部１０３から構成され、表示部１０２は、生
体認証装置１００におけるメニュー画面や生体認証装置の操作案内等を表示する。入力部
１０３は、タッチパネルにより構成され、生体認証装置におけるＩＤ番号の入力や登録す
る指情報の入力といった情報入力操作を受け付ける。また、後述する生体画像撮像部１０
４に生体の部位（例えば、指）をかざす操作を行う際に、生体画像撮像部１０４にかざす
生体の部位とは異なる生体（例えば、手首）が置かれたことを検知する。
【００１６】
　なお、表示部１０２および入力部１０３は、タッチパネル液晶ディスプレイのように、
画面表示機能とタッチパネル入力機能が一体となったデバイスを用いることが好ましいが
、各々が独立したデバイスであってもかまわない。例えば、入力部１０３はセンサやボタ
ンなどタッチパネル以外を用いた構成であってもかまわない。また、生体画像撮像部１０
４にかざす生体の部位を第１の生体部位、表示入力部１０１にて検知する生体の部位を第
２の生体部位と表すこともできる。
【００１７】
　生体画像撮像部１０４は、生体認証を実施する使用者の生体画像を取得する。なお生体
情報としては、他人が本人としてなりすますことが困難な、指静脈パターン、掌静脈パタ
ーン、指紋、掌形、虹彩、顔など、個人ごとに固有の情報を用いる。生体情報格納部１０
５は、あらかじめ本人から取得した生体情報を登録データとして格納する。格納する登録
データの例を図６に示し、詳細は後述する。通信部１０６は、上位ホストから生体認証装
置１００への登録処理、認証処理等のコマンドの受信や、各コマンドの処理結果を上位ホ
ストへ送信する。
【００１８】
　次に、本実施例における生体認証装置の外観と生体検知について説明する。図２は、本
実施例による生体認証装置１００の概観図である。生体画像撮像部１０４装置の奥側に配
置し、表示入力部１０１を装置の手前側に配置する構造とすることで、生体認証装置の登
録処理または認証処理において、生体画像撮像部１０４に生体２０１の所定部位（例えば
、指）をかざす操作を行う。
【００１９】
　この際に、生体（例えば、手首）と表示入力部１０１が接触部分２０２で触れることに
よって、生体２０１が生体認証装置１００の上に置かれたことを検知することができる。
また、生体画像撮像部１０４に生体２０１の所定部位（例えば、指）をかざし、生体画像
を撮影する際に、生体（例えば、手首）とタッチパネルとが触れることで生体２０１を静
止させ安定した状態とし画像ブレの無い好適な生体画像を取得することができる。
【００２０】
　図３は、本実施例による生体認証装置１００における、生体認証装置の登録処理または
認証処理において、生体画像撮像部１０４に生体２０１の所定部位（例えば、指）をかざ
す操作を行う際の、タッチパネル上に置かれた生体の位置情報の例である。生体は、タッ
チパネル入力部３０１上の奥側、手前側、右側、左側といった様々な位置に置かれる。
【００２１】
　このとき、生体とタッチパネルは手のひらの下部や手首付近などの接触部分３０２によ
って接触し、その１つの点の接触部位３０２の座標情報（ｘ，ｙ）として検知される。な
お、複数の点の座標情報（ｘ1，ｙ1）～（ｘn，ｙn）を接触部位の座標として検知しても
よい。また、複数の点の座標情報から接触部分の接触領域を算出し、接触領域を検知する
ものとしてもよい。
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【００２２】
　次に、本実施例における生体認証装置の生体情報の登録処理動作について説明をする。
図４は、本実施例による生体認証装置の登録処理フローを示す図である。以下に、図４を
用いて生体認証装置１００の動作の登録処理の各処理ステップを説明する。
【００２３】
　ステップ４０１では、使用者を識別するＩＤ番号を、入力部１０３を用いて入力する。
ステップ４０２では、例えば「右手人差指」等の、生体情報を登録する生体の部位の種類
に関する情報を、入力部１０３を用いて入力する。
【００２４】
　ステップ４０３では、表示部１０２へ登録のための操作ガイダンス表示を行う。ここで
表示するガイダンスの内容は、ステップ４０２で入力された生体の部位の種類に応じて、
適切な内容の操作ガイダンス表示（生体の外形の表示）を行う。例えば、ステップ４０２
で入力された情報が「右手人差指」であった場合は、図５の表示例５０１に示すように、
右手人差指の生体情報の読取に適切な操作ガイダンスの表示を行う。また、ステップ４０
２で入力された情報が「左手中指」であった場合は、図５の表示例５０２に示すように、
左手中指の生体情報の読取に適切な操作ガイダンスの表示を行う。
【００２５】
　ステップ４０４では、入力部１０３を用いて生体が触れた検知を行う。検知が無い場合
はステップ４０４を繰り返し、生体が触れた（検知あり）場合は次のステップ４０５へ進
む。本実施例では、検知されたタッチパネルの座標を（ｘT，ｙT）とする。
【００２６】
　ステップ４０５では、生体画像撮像部１０４を用いて使用者の生体画像を取得し、読取
った生体情報から本人認証のための照合に適切なデータ形態に抽出・変換することを意図
し特徴量情報を抽出する。
【００２７】
　ステップ４０６では、生体画像を撮影し特徴量情報抽出が成功したか否かの判定を行な
う。失敗の場合はステップ４０７へ進み、成功の場合はステップ４０８へ進む。
【００２８】
　ステップ４０７では、生体画像撮影および特徴量情報抽出が失敗した際に、表示部１０
２へ生体画像撮影を再度実施するための操作ガイダンス表示を行なう。ここで表示するガ
イダンスの内容も、ステップ４０２で入力された生体の部位の種類に応じて、適切な内容
の操作ガイダンス表示を行う。
【００２９】
　操作ガイダンス表示を実施した後、生体画像撮影の再実施のため、ステップ４０４から
繰り返す。
【００３０】
　ステップ４０８では、生体情報格納部１０５へ、図６で示す使用者の登録データ６００
を格納する。ここで格納する登録データ６００は、登録処理で取得、生成した使用者のＩ
Ｄ番号６０１、左右どちらの手であるかおよびどの指の情報であるかを示す生体の種類情
報６０２、タッチパネルが検出した生体検知座標（ｘT，ｙT）６０３、指の静脈データを
しめす生体特徴量情報６０４とする。
【００３１】
　なお、これらに示す情報以外を登録データとしてもよい。また通信部１０６を介して、
登録処理が完了したことを上位システムへ通知する。
【００３２】
　次に、本実施例における生体認証装置の認証処理動作について説明する。図７は、本実
施例による生体認証装置の認証処理フローを示す図である。以下に、図７を用いて生体認
証装置１００の認証処理動作の各処理ステップを説明する。
【００３３】
　ステップ７０１では、使用者を識別するＩＤ番号を、入力部１０３を用いて入力する。
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【００３４】
　ステップ７０２では、表示部１０２へ認証のための操作ガイダンス表示を行う。ここで
表示するガイダンスの内容は、本人の登録データにある種類情報に応じて適切な内容の操
作ガイダンス表示を行う。
【００３５】
　例えば、種類情報が「右手人差指」であった場合は、右手人差指の生体情報の読取に適
切な操作ガイダンスの表示を行う。また、ここで表示する操作ガイダンスの内容は、本人
の登録データにあるタッチパネル座標に応じて適切な内容のガイダンス表示を行なう。例
えば、図８（ａ）に示すように、登録データのタッチパネル座標８０３がタッチパネル８
０２の奥側にあるときは、ガイダンス表示８０１のようにガイダンス表示位置を奥側とす
る。また、図８（ｂ）に示すように登録データのタッチパネル座標８１３がタッチパネル
８１２の手前側にあるときは、ガイダンス表示８１１のようにガイダンス表示位置を手前
側とする。
【００３６】
　なお、本実施例では図８に示すように手の形を表示する操作ガイダンス表示を行ってい
るが、別の表示であってもよい。例えば、手のひら等の接触部分を表示するようにしても
よい。図８のように表示を行うことで、正しい指の認証位置を利用者に提示することが可
能となる。また、図８ではガイダンス表示８０１とタッチパネル８０２と分けて図示して
いるが、説明の都合上分けているにすぎない。図９についても同様である。
【００３７】
　ステップ７０３では、入力部１０３を用いて、生体が触れた検知を行う。検知が無い場
合はステップ７０３を繰り返し、生体が触れた検知が有る場合は次のステップ７０５へ進
む。ここで検知されたタッチパネルの座標を（ｘN，ｙN）とする。生体の検知を確認する
ことで、正しい置き方をしているか否かを判断し、認証率の高い生体画像の取得を可能と
なる。
【００３８】
　ステップ７０４では、生体画像撮像部１０４を用いて、使用者の生体画像を取得し、読
取った生体情報から特徴量情報を抽出し、本人の登録データの生体特徴量情報と前記の読
取った生体特徴量情報とを照合し、照合一致度を算出する。
【００３９】
　ステップ７０５では、ステップ７０４で算出した照合一致度を用いて本人認証の判定を
行う。登録データとの照合一致度が既定の認証判定閾値を超えて高い場合は、登録データ
のＩＤに該当する本人認証が成功（一致）と判定されステップ７０６へ進む。また、照合
一致度が認証判定閾値より低い場合は、認証失敗（不一致）と判定されステップ７０７へ
進む。
【００４０】
　ステップ７０６では、通信部１０６を介して、本人認証が成功したという認証結果を上
位システムへ通知する。
【００４１】
　ステップ７０７では、認証失敗（不一致）となった際に、表示部１０２へ認証を再度実
施するための操作ガイダンス表示を行なう。ここで表示するガイダンスの内容も、登録デ
ータの種類情報に応じて、適切な内容の操作ガイダンス表示を行う。また、ここで表示す
る操作ガイダンス内容は、登録データのタッチパネル座標（ｘT，ｙT）と、認証時のタッ
チパネル座標（ｘN，ｙN）とを比較し、適切な生体の置き直しができる内容のガイダンス
表示を行う。
【００４２】
　例えば、図９に示すように、タッチパネル９０２において、認証時失敗となった時のタ
ッチパネル座標９０３と登録時のタッチパネル座標９０４とを比較し、認証失敗時には手
前側へ位置がズレて生体を置かれたと判定した際には、ガイダンス表示９０１のように奥
側への置き直しを促すような操作ガイダンス表示を行なう。操作ガイダンスを表示した後
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、再度認証実施のためステップ７０３から繰り返す。
【００４３】
　以上が本実施例に係る生体認証装置の構成および動作である。本構成を採用することに
より、生体情報を用いた生体認証装置において、認証時の認証操作をする前に利用者に適
切な案内通知が表示され、認証操作の不具合に起因する認証失敗を抑制することができる
。また、認証失敗時であっても操作ガイダンスにより、適切な位置に生体を置く事ができ
、再度の認証失敗を防ぐことができる。
【００４４】
　なお、本実施例の生体認証装置をＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃ
ｈｉｎｅ）に適用した一例を図１５に示す。
【実施例２】
【００４５】
　本実施例について、図１２を用いて説明する。なお、実施例２の構成は実施例１と同様
であり、生体認証の登録処理についても同様の処理を行うため、説明を省略する。
【００４６】
　図１２は、実施例２の生体認証装置の生体認証時の動作を示すフローチャートである。
以下、図１２を用いて実施例２の生体認証装置１００の認証処理動作を説明する。
【００４７】
　生体認証装置１００を使用する使用者は、本人の認証を実施する際に認証処理を開始す
る。
【００４８】
　ステップ１２０１では、使用者を識別するＩＤ番号を、入力部１０３を用いて入力する
。
【００４９】
　ステップ１２０２では、表示部１０２へ認証のための操作ガイダンス表示を行う。ここ
で表示するガイダンスの内容の例を図１３に示す。図１３は、本実施例における認証のた
めの操作ガイダンス表示の一例である。本実施例では、種類情報が「右手人差指」であっ
た場合、右手人差指の生体情報の読取に適切な操作ガイダンスの表示を行う。
【００５０】
　図１３に示すように、ガイダンス表示１３０１に、登録データのタッチパネル座標１３
０３を加えて表示する。この様に表示を行うことで、利用者に正しい位置に手を置くこと
を促し、登録時との差異が無い状態で生体認証をすることを可能とする。
【００５１】
　ステップ１２０３では、入力部１０３および生体画像撮像部１０４を用いて、生体が触
れた検知を行う。検知が無い場合はステップ１２０３を繰り返し、生体が触れた検知が有
る場合は次のステップ１２０４へ進む。ここで検知されたタッチパネルの座標を（ｘN，
ｙN）とする。
【００５２】
　ステップ１２０４では、生体画像撮像部１０４を用いて、使用者の生体画像を取得し、
読取った生体情報から特徴量情報を抽出する。
【００５３】
　ここで、本人の登録データの生体特徴量情報と前記の読取った生体特徴量情報および登
録データのタッチパネル座標と検知されたタッチパネル座標とを照合し、照合一致度およ
び座標一致範囲を算出する。
【００５４】
　生体特徴量情報における照合一致度の算出は、実施例１と同様である。タッチパネル座
標における座標一致範囲の算出は、登録データのタッチパネル座標からの所定の範囲内に
検知されたタッチパネル座標があれば一致と判断し、所定の範囲外であれば不一致と判断
する。
【００５５】
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　ステップ１２０５では、ステップ１２０４で算出した照合一致度を用いて本人認証の判
定を行う。登録データとの照合一致度が既定の認証判定閾値を超えて高く座標一致範囲内
である場合は、登録データのＩＤに該当する本人認証が成功と判定されステップ１２０６
へ進む。
【００５６】
　また、照合一致度が認証判定閾値より低い場合または座標一致範囲外である場合は、認
証失敗と判定されステップ１２０７へ進む。
【００５７】
　ステップ１２０７は、認証失敗となった際に、表示部１０２へ認証を再度実施するため
の操作ガイダンス表示を行なう。ここで表示するガイダンスの内容も、登録データの種類
情報に応じて、適切な内容の操作ガイダンスの表示を行う。
【００５８】
　また、ここで表示するガイダンス内容は、登録データのタッチパネル座標（ｘT，ｙT）
と、認証時のタッチパネル座標（ｘN，ｙN）とを比較し、適切な生体の置き直しができる
内容の操作ガイダンスの表示を行う。
【００５９】
　ここで、操作ガイダンス表示は実施例１にて説明した図９と同様の操作ガイダンス表示
を行うため、説明は省略する。操作ガイダンスを表示した後、再度認証実施のためステッ
プ１２０３から繰り返す。
【００６０】
　ステップ１２０６は、通信部１０６を介して、認証結果を上位システムへ通知する。
【００６１】
　以上が本実施例に係る生体認証装置の構成および動作である。本構成をとることで、よ
り精度の高い生体認証が行うことができる。
【００６２】
　上記の実施例１および実施例２の変形例として図１０に示す構成であってもよい。図１
０は、本実施例による生体認証装置１００の別の外観図（斜視図）である。
【００６３】
　生体画像撮像部１０４の周囲に、生体を置く位置を示すマーキング１００２を設け、表
示入力部１０１に表示されるガイダンス１００１は、マーキング１００２と一体的なデザ
インとすることで、使用者に分かり易いガイダンスとすることができる。
【００６４】
　ここで一体的なデザインとは、マーキング１００２と表示入力部１０１に表示されるガ
イダンスと合わせることで一つの表示（例えば手）と認識できるように表示されたデザイ
ンを示す。なお、マーキング１００２と操作ガイダンスとは完全に一致していなくともよ
く、一つの表示として認識できればよい。また、前記マーキング１００２は生体を置く位
置を示すガイド構造であってもかまわない。
【００６５】
　他の変形例として、図１１に示す構成であってもよい。図１１（ａ）は、実施例１と異
なる生体部位を用いた生体認証装置の側面図の例である。図１１（ｂ）は、その生体認証
装置を用いた認証ガイダンス表示の例である。
【００６６】
　実施例１では生体認証部位として指静脈を取得していたが、本変形例では生体認証部１
１０１が指紋を取得し生体認証に用いる。なお、登録時の動作および生体認証時の動作は
実施例と同様の動作を行う。また、指紋だけではなく掌紋や手のひらの静脈を生体認証に
用いることも可能である。
【００６７】
　また、他の変形例として、図１４に示す構成であってもよい。図１４では、本実施例の
表示入力部１０１の代わりにＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎ
ｅ）１５０１に用いられている表示入力部１４０２を利用し、生体認証部１４０３を図１
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４に示す位置に配置することで、本実施例を実施可能となっている。
【００６８】
　ＡＴＭの表示入力部１４０２を用いることで、例えば、特許文献２のようにＡＴＭの表
示入力部の横に生体認証装置が取り付けられている場合に比べ、省スペースで実施するこ
とができる。
【００６９】
　なお、本発明は、生体認証装置に限らず、生体認証機能を備えた多機能携帯電話機（ス
マートフォン）にも適用可能である。また、タブレット型ＰＣ等と生体認証部を組み合わ
せた、表示入力部１０１と生体画像撮像部１０４がそれぞれ別装置であるような生体認証
装置にも適用可能である。
【００７０】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
【００７１】
　また、ある実施例の構成の一部の構成を他の実施例の構成に置き換えることが可能であ
り、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の
構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換することが可能である。
【符号の説明】
【００７２】
　　１００　生体認証装置
　　１０１　表示入力部
　　１０２　表示部
　　１０３　入力部
　　１０４　生体画像撮像部
　　１０５　生体情報格納部
　　１０６　通信部
　　１１０　制御部
　　２０１　生体
　　２０２　接触部分
　　３０１　タッチパネル入力部
　　３０２　位置座標
　　５０１　ガイダンス表示
　　５１１　ガイダンス表示
　　６００　登録データ
　　８０１　ガイダンス表示
　　８０２　タッチパネル入力部
　　８０３　位置座標
　　８１１　ガイダンス表示
　　８１２　タッチパネル入力部
　　８１３　位置座標
　　９０１　ガイダンス表示
　　９０２　タッチパネル入力部
　　９０３　認証位置座標
　　９０４　登録位置座標
　　１００１　ガイダンス表示
　　１００２　マーキング
　　１１０１　生体認証部
　　１３０１　ガイダンス表示
　　１４０１　ＡＴＭ
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　　１４０２　表示入力部
　　１５０１　ＡＴＭ

【図１】 【図２（ａ）】

【図２（ｂ）】
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【図３】 【図４】

【図５（ａ）】

【図５（ｂ）】

【図６】
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【図７】 【図８（ａ）】

【図８（ｂ）】

【図９】 【図１０】

【図１１（ａ）】
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【図１１（ｂ）】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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